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博報堂ＤＹホールディングス 

コーポレートガバナンス・ガイドライン 

 

1 章 

基本的な方針 
 

（１）本ガイドラインの目的 

・ 当社グループは、持続的な成長と企業価値の継続的な向上の実現を目的とし、生活者の豊かな未来

の創造、経済の伸長、社会の発展に貢献することを目指しております。そのための重要な経営課題の一

つとして、コーポレートガバナンスを位置づけ、その強化・充実を進めております。 

・ 本ガイドラインは、グループの持株会社である当社のコーポレートガバナンスについて、その考え方と概要を

まとめたものです。 

・ 本ガイドラインの内容は、当社の取締役会の決議により決定され、1 年に 1 度、その内容を取締役会で

検討し、アップデートすることとしております。 
 

（２） 当社グループの概要 

・ 当社グループは、純粋持株会社である当社の傘下に広告事業会社である「博報堂」、「大広」、「読売

広告社」、「Hakuhodo DY ONE」、「ソウルドアウト」、総合メディア事業会社である「博報堂ＤＹメディ

アパートナーズ」、戦略事業組織である「kyu」、テクノロジー専門会社である「博報堂テクノロジーズ」、コ

ーポレート機能専門会社である「博報堂ＤＹコーポレートイニシアティブ」という、異なるグループを擁し、

300 社以上の多彩な事業会社を展開する、総合広告会社グループです。 
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（３） 当社グループの基本的な理念 

・ 当社グループは、以下の基本的な理念のもと、持続的な成長と企業価値の継続的な向上の実現を目

的としてグループ全体でビジネスを実践し、株主を始めとしたさまざまなステークホルダーからの信頼に応え、

生活者の豊かな未来の創造、経済の伸長、社会の発展に貢献していきます。 

 

◆グローバルパーパス 

・ 当社は、当社グループの社会に対しての存在意義をふまえたこれからの進むべき目標として、グローバルパ

ーパスを策定しております。 

・ 当社は、当社グループ全体として、広告業界のみならず社会の大きな変化の中で、広告会社をオリジンと

しつつもその枠を超えた新たな企業グループとしてその事業構造を構築しビジネスを拡大していくことを目指

しています。 

・ このグローバルパーパスは、不確実かつ変化の激しい環境下で、グループ全体でこの変革を進めていくため

には、その判断軸・動機づけの根幹となる「博報堂ＤＹグループの存在意義・そこで働く事の意味合い

（Why）」を明確に示すことが重要であることから、グループ内で幾度も議論を重ね、全世界の社員でデ

ィスカッションするワークショップも開催し、グループ社員全員の総意として、グローバル市場／グローバル社

会の視座に立った博報堂ＤＹグループ共通の価値観を明文化したものです。 

 

【The Hakuhodo DY Group’s Global Purpose】 

 

生活者、企業、社会。 

それぞれの内なる想いを解き放ち、 

時代をひらく力にする。 

Aspirations Unleashed 

 

白紙に未来を描くなら、私たちはまず真ん中に人を描く。 

次に想像する。その人は胸にどんな想いを秘めているだろう。 

想いをカタチにすれば、新しい技術が生まれる、 

新しい行動が生まれる、新しい生活がはじまる。 

やがて、新しい文化が育っていく。 

すべてが最適化され、解決策がひとつに見える時代に。 

私たちは、ひとりひとりが持つ、 

ほかの誰とも違う「想い」を解放したい。 

それが、どれだけ非効率なことだとしても。 

意志や、情熱や、希望や、野望や、理想。 

多様な想いをつなぎ、時代をひらく力にする。 

私たちの持つ創造性のすべては、そのために。 

 

※グローバルパーパスに関する詳細は、以下をご覧ください。 

https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/hdy_purpose/ 

https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/hdy_purpose/
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◆グループ経営理念 

１．顧客に対して、常に最善のサービスを提供し、ビジネス価値の向上に貢献する。 

２．メディアの革新と向き合い、メディア価値の向上に貢献する。 

３．世界的にネットワークを展開し、サービス網の充実をはかる。 

４．生活者から発想することで、人々の次世代の豊かさを創造し、社会の発展に寄与する。 

５．自由と自律を尊重し、多様な個性とチーム力を価値創造の源泉とする。 

６．自立と連携の精神で、新しい挑戦を続け、マーケティングの進化とイノベーション創出 

をリードする、世界一級の企業集団を目指す。 

７．企業価値の継続的な向上をはかり、株主からの信頼と期待に応える。 

 

◆グループのポリシー 

１．「生活者発想」 

私たちの発想の原点は、生活者である 

２．「パートナー主義」 

私たちのビジネスの原点は、あらゆるステークホルダーの責任あるパートナーとなって、 

最適なソリューションを提供することである 

 

◆グループ行動規範 

・ 当社グループで働く一人ひとりが、クリエイティビティを発揮し、あらゆるステークホルダーのパートナーとして信

頼され続けるために、以下の行動規範に明確な責任を負うことを自覚し、高潔な倫理観と高いコンプライ

アンス意識をもって公正に行動することとしています。 

 

１．高品質のサービスを提供する 

２．社会から常に信頼されることを目指す 

３．個の力を最大限に発揮し、かつ尊重し合う 

４．高い透明性と公正な姿勢に基づき行動する 

 

（４）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 

・ 当社グループは、持続的な成長と企業価値の継続的な向上の実現のため、さまざまなステークホルダーか

らの信頼と期待に応え、クリエイティビティの力をもとに、マーケティングの進化とイノベーション創出をリードす

る世界一級の企業集団として、生活者の豊かな未来を創造し、経済を伸長させ、社会を発展させること

への貢献を目指しております。 

・ そのために、当社は、持株会社として傘下の多彩な事業会社の「自立と連携」が促進される環境を整

え、各社の連携が単なる総和以上の価値を発揮できるように、グループ全体の経営管理を強化すること

を経営の重点課題の一つであると認識し、その改善に努め、当社グループにおけるコーポレートガバナンス

の強化・充実に取り組んでまいります。 

・ なお、傘下の事業会社のうち上場企業に対しても、その独立性を尊重しつつ、グループとしての連携も図

ることとしております。 
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（５）中期経営計画 

・ 当社グループでは、基本的な理念に基づき、3 年または 5 年を期間とする中期経営計画を策定・推進

することとしております。 

・ 中期経営計画は、直前の計画目標の達成状況について十分に分析をし、今後の経営環境への洞察

等を踏まえた上で策定し、取締役会で決議した上で、公表しております。 

・ 取締役会は、中期経営計画が株主に対するコミットメントの一つであるとの認識に立ち、その実現に向け

最善の努力を行います。 

・ なお、当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を重要な課題と位置付けており、2024

年 6 月に策定した中期経営計画において資本効率向上の KPI として、2027 年 3 月期におけるのれ

ん償却前 ROE 目標を 10％に設定しております。今後、資本コストや株価を意識した経営の実現に向

けた具体的な取り組みを検討し、順次実施していく予定です。 

※当社は、2024 年 6 月 4 日に 3 ヵ年の新中期経営計画を発表しました。概要は、以下をご覧ください。 

https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/group/businessplan.html 

  

https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/group/businessplan.html
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2 章 

コーポレートガバナンスの体制 
 

（１）機関体制 

・ 当社は、会社法上の機関体制として監査役会設置会社を選択し、取締役会において経営の重要な意

思決定及び業務執行の監督を行うとともに、監査役及び監査役会により職務執行の状況等の監査を

実施しております。 

・ また、業務執行機能の更なる強化・拡大を企図し、経営体制をより堅固なものとするため、執行役員制

度を採用しております。執行役員は、取締役会が決定する経営の方針及び計画に基づき、取締役会が

委嘱した職務を忠実に遂行することをその責務とし、その任期は、原則として、就任後 1 年以内に終了

する最終の事業年度の末日までとしております。 
 

（２）内部統制体制 

・ 当社は、会社法の定めに基づき「内部統制システム整備の基本方針」を定め、取締役会においてその実

施・運用状況を報告し、毎年、基本方針の見直しの要否を決議することにより PDCA 改善活動を推進

しております。 

・ 当社は、当社グループが共有する「グループ行動規範及び遵守事項」に基づき、法令遵守を企業活動の

前提とすることを基本とし、企業文化・風土を踏まえたうえで定期的な改定を行い、取締役会において決

議することとしております。 

・ 当社は、取締役会の委嘱を受け、当社及び広告事業会社・総合メディア事業会社等の社長を中心に

構成される「グループコンプライアンス委員会」を設置し、その下部組織として「グループ情報セキュリティ委

員会」「情報セキュリティ委員会」「グループリスク対応チーム」を置き、情報セキュリティ並びにリスクマネジメ

ントを始めとするコンプライアンス体制を構築し、その精神及びルールの徹底、重大なリスク事案への不適

切な対応による当社グループの社会的信用の失墜及び企業価値の多大なる毀損を未然に防止します。

さらに「危機管理規程」を制定し、対象となるリスク事案及びリスク対応体制を明確化し、リスク事案発生

時の迅速かつ適切な対応を徹底しております。また、当該体制の強化を目的に、当社グループをとりまくリ

スク全般を一元的に管理する最高リスク管理責任者として CＲО（Chief Risk Officer）の担務を設

けております。 

・ 当社並びに当社グループ各社は、コンプライアンス意識の充実、強化を推進する最高責任者として、Ｃ

ＣО（Chief Compliance Officer）の担務を設けております。 

・ 当社グループ自らが主体的に不正行為の早期発見と是正を図るため、当社並びに広告事業会社・総

合メディア事業会社の社内に加えて、社外の顧問弁護士事務所に「企業内通報・相談窓口」を設置し、

「企業内通報・相談窓口利用要領」において、情報提供者・相談者を保護し、不利益な取り扱いをする

ことを禁止することを定めております。 

・ 当社は、金融商品取引法の定めに基づき、財務報告の信頼性を確保するための内部統制に係る報告

体制を整備しております。 

・ 当社グループの経営課題を共有し、グループ企業価値の最大化を図る経営を行うため、当社と広告事

業会社・総合メディア事業会社は相互に一部の取締役を兼務する体制をとるとともに、「事業会社管理

規程」による経営管理を行うことにより、当社グループの総合的な事業の発展を企図します。 
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（３）取締役会 

① 取締役会の役割・責務 

— 当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ当社グループの基本的な

理念に従い、生活者の豊かな未来の創造、経済の伸長、社会の発展に資するよう、当社グル

ープ全体の経営の大きな方向付けを行います。その上で、会社の業績等の適切な評価や個々

の重要な業務執行の意思決定、取締役や執行役員に対する実効性の高い監督、正確で適

切な情報開示、内部統制やリスク管理体制の整備とその運用の監督を行います。 

— 取締役会に付議される事項は、法令、定款、「取締役会規則」及び「職務権限規程」の定め

により、自己株式の取得、中間配当の実施、経営戦略、経営計画、組織、制度、業績等、

経営に係る当社の重要事項としております。 

— 取締役会が執行役員に意思決定を委任できる事項については、「職務権限規程」に定めてお

ります。 

② 取締役会の構成 

— 取締役会は、定款の定めに従い、取締役の員数を 14 名以内としております。 

— 当社は、当社グループの経営課題に対する共通認識を持ち、グループ企業価値の最大化に向

けた経営を行うため、当社の取締役及び監査役の一部が広告事業会社・総合メディア事業会

社の取締役及び監査役を兼務する体制としております。 

— 当社グループは多様な社員一人ひとりの「クリエイティビティ」と、それをぶつけ合い、尊重し、高め

合うチームの「統合力」によって、生活者にとっての「新しい価値」をクリエイトすることで、世の中に

良い変化をもたらし、「生活者一人ひとりが、自分らしくいきいきと生きていける社会の実現」を目

指しています。そのため、当社グループは世界に類をみないほど、多様なクリエイティビティを有す

る人材を擁しています。取締役会も同様に、全体としての知識・経験・能力等のバランスを考慮

しながら、当社グループに精通した社内取締役と豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締

役を複数名選任し、個性豊かでクリエイティビティに富んだチームとして取締役会を構成すること

で、当社グループの企業価値向上のための取締役会の実効性を確保しています。 

— 取締役の多くは国際ビジネスに関する知見や経験を有しており、また、2022 年 6 月 29 日開

催の定時株主総会において、女性の取締役が新たに選任されたことにより、当社の取締役会

の構成は更に多様性を増すこととなりました。 

— 今後も引き続き、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の観点を含めて、より一層の多様性確保に

ついて検討して参ります。 

— 取締役・監査役の専門知識や経験等のバックグラウンドを記載したスキル・マトリックスは、「株

主総会招集ご通知」等にて開示のうえ、当社ウェブサイトに掲載しております。 

＜当社株主総会招集ご通知＞ 

https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/ir/stock/meeting/ 

＜当社ウェブサイト＞ 

https://www.hakuhodody-holdings.co.jp/group/outline/staff.html 

③ 開催回数及び出席状況等 

取締役会は、当事業年度では計 22 回開催いたしました。各取締役の出席状況については、以下

の通りです。 
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氏 名 役職名 出席状況（出席率） 

戸田 裕一 取締役 22回／22回（100%） 

水島 正幸 取締役 22回／22回（100%） 

矢嶋 弘毅 取締役 21回／22回（ 95%） 

西岡 正紀 取締役 22回／22回（100%） 

江花 昭彦 取締役 22回／22回（100%） 

安藤 元博 取締役 22回／22回（100%） 

松田  昇 独立社外取締役 22回／22回（100%） 

服部 暢達 独立社外取締役 22回／22回（100%） 

山下  徹 独立社外取締役 22回／22回（100%） 

有松 育子 独立社外取締役 22回／22回（100%） 

 

④ 具体的な上程事項 

取締役会における具体的な上程事項は、以下の通りです。 

決議事項 

株主総会関連、取締役会の実効性評価、役員人事・報酬、株主還元（自己株式取得、配

当）、経営戦略、（四半期毎の）当社グループ予算・決算、事業会社における出資・M&A・会

社設立等の重要な事項 等 

報告事項 

株主総会の議決権行使結果、株主構成の状況、有価証券報告書・内部統制報告書の提出、

報酬委員会及び指名委員会の審議内容、政策保有株式のモニタリング実施、資金運用の状

況、財務報告に係る内部統制評価、監査役会監査計画、会計監査人の監査報酬、（四半

期毎の）当社グループ業績 等 

審議事項 取締役会の実効性の自己評価、グループ予算編成方針 等 

⑤ 取締役会の運営 

— 取締役会議長は、取締役会長が務めることとしております。議長は、取締役会の議論が自由

闊達で建設的な議論になるよう適正な運営に努めております。 

— 取締役会の適切かつ円滑な運営を実現するため、専任部署として取締役会事務局を設置し

ております。 

— 取締役会は、定期的（原則月１回）または必要に応じて臨時取締役会を開催するものと

し、当該事務局を通じて資料の事前配付、説明、各取締役からの情報提供要請への対応、

年間スケジュールと審議事項の計画の作成、審議時間の適切な設定等のサポート対応を行

い、取締役会の実効性の確保を行います。 

⑥ 取締役会の分析・評価 

— 取締役会の分析・評価については、その実効性の維持・向上を図ることを目指して行い、実施

の際には結果の概要を開示することとします。 

— 当社取締役会は、2023 年度における取締役会の実効性を分析・評価するため、外部機関

を活用し、2024 年 2 月に「取締役会評価に関する質問票」を全ての取締役及び監査役に

配付し、その回答を外部機関が客観的な立場から取りまとめ、その集計・分析結果に基づき、

取締役会における分析・評価を行いました。 

＜具体的なプロセス・評価方法＞ 

(1) 2024 年２月に「取締役会評価に関する質問票」をすべての取締役および監査役に配布 

(2) 回答を外部機関が客観的な立場から取りまとめ、その集計・分析結果に基づき、2024 年

５月に取締役会における分析・評価を実施 
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＜質問項目＞ 

(1) 取締役会の役割・機能 

(2) 取締役会の構成・規模 

(3) 取締役会の運営 

(4) 監査機関との連携 

(5) 社外取締役への機会の提供 

(6) 株主・投資家との関係 

(7) 総括 

＜調査結果及び本調査における主な課題と改善策＞ 

(1) 調査結果 

2023 年度の取締役会の構成、運営、審議内容等は、概ね適切であり、持株会社の取

締役会としてあるべき姿が共有され、適切にモニタリングを実施するなど、必要かつ十分な議

論が実施されていること、社外役員を含めた取締役会全体として多様なスキル・専門性、

多彩なバックグラウンドを有しており、活発な議論を経て、適切な意思決定が担保される仕

組みとされていることが強みとして確認されました。 

(2) 本調査における主な課題と改善策 

今回の調査・分析の結果より、主な課題を３点抽出し、各課題に対して改善策を予定し

ております。 

本調査における主な課題と改善策（予定） 

主な課題 主な改善策（予定） 

取締役会における中長期課題に関する議論

のさらなる充実 

中長期的なテーマについて、取締役会における審議の必要性や 審議す

べきポイントを精査した上で、今後の上程プランを作成 し、取締役会に

て報告する。取締役・監査役の意見を反映し、 それ以降は上程プラン

に沿った運営を行う。 

社外役員が事業の実態をより深く知るための

機会創出 

事業会社における活動への参加等を通じて、当社社外役員がよ り事

業の実態を身近に知ることのできる機会作りについて検 討・実施する。 

決議事項における審議ポイントの明 確化と

適切な説明の実施 

審議ポイントをより明確にするため、取締役会における決議事 項や報告

事項の取り扱い方の好事例を参考に、上程資料の構成 や説明の仕方

について改善を検討する。 

その他、後継者計画についての取締役会への適切な情報提供、取締役会におけるさらなる

多様性の確保等を、取締役会の実効性をさらに高めていくために中期的に取り組むべき課

題として認識しております。 

当社取締役会は、評価の結果を踏まえ、取締役会のさらなる実効性の向上のために継続

的な取組みを行ってまいります。 

 

（ご参考：前回調査（2023 年３月期）における主な課題と実施した改善策） 

前回調査（2023 年３月期）では、下表の通り主な課題を３点抽出し、各議題に対し

てそれぞれ改善策を実施しました。その結果、より一層の改善を求める意見もございましたた

め、さらなる実効性の向上に向け、今後も継続的な取り組みを行い、改善に努めてまいりま

す。 
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主な課題 主な改善策 

取締役会におけるさらなる議論の活 性化や

中長期課題に関する議論の充実 

議案の説明をコンパクトにするとともに、一部決裁基準の見直しを行い、

取締役会における中長期課題に関する議論のための時間を確保。当社

グループの中期的な目標や課題に関する議案や報告事項の上程機会

を充実させた。 

株主との対話の体制および実施状況等に関

する情報提供 

決算説明会における資料およびアナリストとの質疑の共有を継続すると

共に、新たに、機関投資家等との対話の実施状況等について取締役会

への報告を実施した。 

対話・情報開示の方法・資料等の改善の検

討 

関係部門と課題を共有し、各開示文書において、サステナビリティやコー

ポレート・ガバナンスに関する非財務情報の記載を充実させた。 

 

（４）監査役会 

① 監査役会の役割・責務 

— 監査役会は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を監査することによ

り、当社の取締役及び執行役員があらゆるステークホルダーの利害に配慮するとともに、これらス

テークホルダーとの協働に努め、健全で持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を実現

し、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンスを確立することの後押しをする責務を負

っております。 

② 監査役会議長 

— 監査役会は、監査役会規則の定めにより、その決議によって監査役の中から議長を定めており

ます。 

③ 監査役会の運営 

— 監査役会は、法律・財務・会計等に関する適切な知見を有する者を含み、定款の定めに従

い、監査役の員数を５名以内とし、その半数以上を独立社外監査役により構成しております。 

— 監査役会は、原則として月１回開催され、常勤及び社外監査役相互の活発な意見交換が

可能な実効性の高い監査体制を維持できるよう努めております。 

④ 他の機関等との連携 

— 監査役会は、各取締役の職務執行状況に関するアンケートを年 1 回実施しており、個別のヒ

アリングを実施する等により、取締役の職務執行の実情把握に努めております。 

— 監査役会は、四半期毎の年 4 回、会計監査人からの監査報告を受けております。 

— また「三様監査連絡会」として会計監査人、内部監査部門及び監査役会の連絡会を年 2 回

開催しており、適切な連携を整備しております。 

— 監査役会は、日本監査役協会の指針に準拠して会計監査人を評価する基準を策定し、1

年間の監査状況を評価することとしており、また会計監査人の独立性と専門性についても確認

しております。 

 

  （５）報酬委員会及び指名委員会 

① 報酬委員会 

— 取締役会の諮問機関として設置しており、当社の取締役・執行役員の報酬の決定に係る審議

を行い、取締役会にて決議を行うことにより、報酬の決定のプロセスにおける透明性及び合理性を

確保しています。当事業年度では計３回開催しており、各取締役の出席状況や具体的な審議
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内容は以下の通りです。なお、取締役会は、事業年度期間に開催された報酬委員会の審議内

容の概要について、報酬委員会の委員長である社外取締役より報告を受けております。 

役割 氏 名 役職名 出席状況（出席率） 

委員長 松田  昇 独立社外取締役 ３回／３回（100%） 

委員 服部 暢達 独立社外取締役 ３回／３回（100%） 

委員 山下  徹 独立社外取締役 ３回／３回（100%） 

委員 有松 育子 独立社外取締役 ３回／３回（100%） 

委員 戸田 裕一 取締役 ３回／３回（100%） 

委員 水島 正幸 取締役 ３回／３回（100%） 

委員 西岡 正紀 取締役 ３回／３回（100%） 

— 具体的な審議内容：当社役員の年額報酬及び総報酬水準の妥当性検証、年次賞与枠

（総額）、個別の年額報酬額・年次賞与額・株式型報酬、当委員会の委員長選定 等 

 

② 指名委員会 

— 取締役会の諮問機関として設置しており、当社の取締役・執行役員の選解任等の決定に係る

審議を行い、取締役会にて決議を行うことにより、選解任等の決定のプロセスにおける透明性及

び合理性を確保しています。当事業年度では計１回開催しており、各取締役の出席状況や具

体的な審議内容は以下の通りです。 

役割 氏 名 役職名 出席状況（出席率） 

委員長 松田  昇 独立社外取締役 １回／１回（100%） 

委員 服部 暢達 独立社外取締役 １回／１回（100%） 

委員 山下  徹 独立社外取締役 １回／１回（100%） 

委員 有松 育子 独立社外取締役 １回／１回（100%） 

委員 戸田 裕一 取締役 １回／１回（100%） 

委員 水島 正幸 取締役 １回／１回（100%） 

委員 西岡 正紀 取締役 １回／１回（100%） 

— 具体的な審議内容：取締役及び執行役員の任免ならびに担当職務の変更、後継者計画の

策定、取締役及び監査役のスキル・マトリックスの策定、当委員会の委員長選定 等 

③ 報酬委員会及び指名委員会の構成 

— 報酬委員会及び指名委員会は、内規の定めに従い、それぞれの委員会において、独立社外

取締役を含む取締役を委員として構成し、委員の員数を 3 名以上とし、その半数以上を独立

社外取締役で構成することとしております。 

— 報酬委員会及び指名委員会の委員は、取締役会の決議により選任することとしております。 

④ 報酬委員会及び指名委員会の議長 

— 報酬委員会及び指名委員会のそれぞれの委員会の議長は独立社外取締役が務め、報酬委

員会及び指名それぞれの委員会決議により、独立社外取締役の中から選定することとしており

ます。 

 

（６）取締役及び監査役 

① 役割・責務 

— 当社の取締役及び監査役は、株主からの受託者責任を十分に認識し、ステークホルダーとの
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適切な協働を確保しつつ、会社や株主共同の利益のために職務を執行します。 

— 取締役及び監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる知識の習得、研鑽に

努めております。 

— 当社は、当社グループの企業価値の最大化を図る観点から、取締役及び監査役の一部が広

告事業会社・総合メディア事業会社等の取締役及び監査役を兼務する体制をとっております。 

② 社内役員候補者の指名基準 

— 社内取締役候補者の指名にあたっては、当社グループの事業に精通し、当社グループの経営

を適切に遂行する能力を持ち、優れた人格と見識を持ち、当社の持続的な成長と企業価値の

向上に貢献するための資質を備えていることをその要件とします。 

— 社内監査役候補者の指名にあたっては、当社グループの業務執行内容等に精通し、あるいは

法律・財務・会計等の専門的知見を有し、取締役の職務の執行の監査を適切、公正に遂行

することができる知識、経験を有することを要件とします。 

③ 指名の手続き 

— 取締役の候補者の指名については、指名委員会の審議を経て、取締役会が決定します。ま

た、監査役候補については監査役会の同意のうえ候補者の決定を行います。 

— 取締役、監査役の候補者の指名にあたっては、株主総会招集通知において、個々の略歴、指

名理由を記載し説明します。 

④ 最高経営責任者（CEO）の選解任の方針と手続き 

— 最高経営責任者（CEO）の後継者計画の策定・運用にあたっては、当社における選任方針

の策定及び候補者の選定について、指名委員会で社外取締役との審議を行います。 

— 最高経営責任者（CEO）の解任にあたっては、その業務執行において法令・定款違反の疑

い及びその他職務を適切に遂行することが困難と認められる事由が生じた場合に、解任につい

て、指名委員会で社外取締役との審議を行います。 

— これらの指名委員会での審議を経て、最高経営責任者（CEO）の選解任について、取締役

会での審議のうえ決議します。 

⑤ 任期 

— 取締役の任期は、定款の定めにより、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとします。 

— 監査役の任期は、定款の定めにより、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の終結の時までとします。 

⑥ 報酬（別添資料③ご参照） 

— 取締役の報酬の決定にあたっては、次の事項を基本方針としております。 

◼ グループ経営理念に根ざしたものであること 

◼ 株主の皆様との価値意識を共有し、中長期的な企業価値向上を動機づけるものであること 

◼ 当社の取締役の役割と責務にふさわしい、優秀な人材を確保・維持できる水準であること 

◼ 報酬決定のプロセスにおいて透明性や合理性が担保されていること 

— 取締役（社外取締役を除く）の報酬は、年額報酬、年次賞与（短期インセンティブ）、株

式型報酬（中長期インセンティブ）により構成しております。 

— 年額報酬及び年次賞与の総額並びに株式型報酬の総額は、それぞれ株主総会での決議の
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範囲内の額とします。 

— 各取締役の総報酬において、業績に応じて金額や価値が変動する「年次賞与」及び「株式型

報酬」の占める割合を、標準的な業績の場合、4 割となるように設定します。 

 

— 報酬額の決定に際しては、取締役会の決議に加えて、透明性と合理性を確保するために、報

酬委員会の審議を経ることとしております。 

— 社外取締役の報酬は、その役割と独立性の確保の観点から年額報酬のみで構成しておりま

す。監査役の報酬は、「監査役報酬内規」の定めにより固定報酬のみで構成し、監査役の協

議により決定しております。 

⑦ 独立社外役員の役割・責務 

— 独立社外取締役は、豊富な経験と幅広い知識に基づく当社グループの企業価値向上のため

の助言及び経営の監督を行います。また、独立した立場から会社と取締役・執行役員・主要

株主等との間の利益相反取引を監督し、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映さ

せます。 

— 独立社外監査役は、豊富な経験と幅広い見識を活かし、会計監査人・内部監査部門とも連

携し、独立かつ中立の立場から監査業務を遂行します。 

— 独立社外役員の独立・客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るため、常勤監査役

がオブザーバーとなり、独立社外役員を構成員とする会合を定期的に実施することとしておりま

す。 

— 独立社外役員の他社での兼任状況については、株主総会招集通知、有価証券報告書等に

おいて毎年開示します。 

⑧ 独立社外役員の候補者の指名基準 

— 会社経営、法曹、会計、行政、コンサルティング、教育等の分野での豊富な経験、幅広い見

識、専門的知見を有し、独立社外取締役については当社グループの企業価値向上のための

助言及び経営の監督を行う能力を有すること、独立社外監査役については取締役・執行役員

の業務執行の適法性の監査を行う能力を有することを指名の基準としております。 

⑨ 独立社外役員の独立性に関する基準 

— 当社は、会社法上の要件に加え、「社外役員の独立性に関する基準」を策定し、この独立性

要件を基準に独立社外取締役及び独立社外監査役の候補者を指名することといたします

（別添資料②ご参照）。 

⑩ 社外取締役及び社外監査役のサポート体制 

社外取締役及び社外監査役に対しては、以下のサポートを行っております。 

— 定例及び臨時の取締役会等に先立ち、適時に取締役会資料を配布することにより、議案の検

討時間を確保しております。 

— 当社にとって特に重要と判断する案件に関しては、議案の内容等につき取締役会事務局より

適宜報告し、実効性ある取締役会審議がなされるように配慮しております。 

— 取締役会の開催形式はリアルとオンラインを融合したハイブリッド形式とし、場所を問わずに参加

いただける体制を整えております。ウェブ会議システムの利用をはじめ、利用方法や運営に関す

るサポートは取締役会事務局より適宜行い、形式に関わらず実効的な議論を可能とする環境
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を整備しております。 

— 過去に開催された取締役会資料についても、時間や場所を問わず確認することが出来るよう、

専用システムを利用し、アクセスできる環境を整備しております。 

— 「監査役補助体制規程」を制定し、監査役の職務を補助する組織として、「監査役業務部」を

設置し、社外監査役を含めた監査役が行う監査業務の補佐及び監査役会事務局業務を行

っております。また、社外監査役に対して、常勤監査役が定期的、さらに各取締役、各部門及

び監査役業務部が都度、報告し情報共有を行っております。 

— また、2023 年度は、当社グループの事業や課題についてより深い理解を得ることを目的に、以

下の通り社外取締役及び社外監査役向けトレーニングを実施いたしました。今後も、取締役

会における議論の充実、監督機能の発揮に繋がるような施策を検討・実施してまいります。 

 テーマ別の研修動画の提供 

 当社グループ各社が社内外に向けて行うセミナーへの参加機会の提供 

 当社グループにおけるクリエイティブ領域に関する研修 

 

（７）会計監査人 

役割・責務 

— 当社は、会計監査人が財務報告の信頼性の確保等、株主・投資家に対する責務を負ってい

ることを認識し、適正な監査の確保に向けた対応を協働して実施しております。会計監査人に

よる監査の実効性を図るため、毎年「経営者ディスカッション」として、社長及びコーポレート担当

役員と会計監査人のパートナーとで経営方針、重点課題やコーポレートガバナンスについて質

疑応答を実施しております。 
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3 章 

株主等ステークホルダーとの関係 
 

（１） 株主等との関係 

① 株主総会 

— 当社は、議決権を有する株主により構成される最高意思決定機関である株主総会を株主と

の建設的な対話を行うための重要な場と認識し、株主が適正に権利行使を行うことができる環

境整備を行います。 

— 株主が総会議案を十分検討する時間を確保するため、招集通知の早期発送に努めるととも

に、電子的手段により当社ホームページ等へその内容を掲示、公表します。 

— 議決権の電子行使の採用並びに招集通知の英訳を行うことにより、すべての株主に対し議決

権行使の利便性を確保できるよう努めております。 

— 株主総会の開催日については、会社法を遵守し、必要な法定書類の策定や監査の手続きの

確保、さらに適切な会場の確保等を考慮して決定することとしています。 

② 株主の権利の確保 

— 当社は、少数株主及び外国人株主を含むすべての株主の権利が実質的に確保されるよう、

適切な対応を行います。 

— 当社は、株主総会における議決権行使結果を真摯に受け止め、相当数の反対票が投じられ

た会社提案議案があったときは、反対票が多くなった原因の分析を行い、取締役会で対策の

検討を行います。 

— 当社は、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が、予め株主総会において自ら

の議決権行使等を希望する場合に対応するため、信託銀行等と協議を行い、対応を検討しま

す。 

— 当社において増資や MBO 等を検討する際には、既存株主を不当に害することのないよう、そ

の必要性と合理性を取締役会において検討し、適正な手続きを確保するとともに、実施にあた

っては、株主へ十分な説明を行うこととします。 

③ 株主との建設的な対話 

— 株主との建設的対話を積極的に行い、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向

上に資するよう努めております。 

— 株主や投資家をはじめとするすべてのステークホルダーとの建設的な対話を促進するための体制

整備・取り組みに関する基本方針を作成しております（別添資料①ご参照）。 

④ 資本政策の基本的な考え方 

— 当社は、持続的な企業価値の向上と、株主への適正な利益の配分を、資本政策の重要な目

的と位置づけております。 

— 具体的には、企業価値の創出と資本の効率性に関わる重要な指標として、ROE を中長期的

な経営目標の１つとして設定しております。 

— 安定配当を基本方針として、年間の配当金額を配当性向（30％程度）、資金需要の状

況、内部留保の充実等を総合的に勘案の上決定いたします。自己株式取得は配当金を補

完する株主還元の手段と位置づけ、適宜検討する方針です。 
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⑤ 政策保有株式に関する方針 

— 当社グループは、取引関係の維持強化を目的として、取引先の株式を保有しております。 

— 株式取得にあたっては、取引関係の維持強化によって得られる当社グループの利益と投資額

等を総合的に勘案して、その投資可否を判断しております。 

— また、保有する取引先の株式について、当社グループの資本コストも意識した上で、個別銘柄

毎に、定期的、継続的に保有の意義を検証し、その意義が乏しいと判断される銘柄について

は、取引や事業面で考慮すべき事情や市場への影響等に配慮しつつ縮減してまいります。一

方、その意義が認められる銘柄については、保有を継続します。 

— 当社及び広告事業会社・総合メディア事業会社では、保有する取引先の株式について保有の

意義の検証を行い、当社の取締役会に報告を行います。なお、広告事業会社・総合メディア

事業会社等は、事前に各社の取締役会に報告を行うこととしております。 

— 2024 年２月開催の当社取締役会において、当社グループが保有する取引先の株式について

検証を行い、その意義が乏しいと判断された銘柄について、売却を進めております。 

— 議決権の行使は、当該投資先企業の経営方針・戦略等を十分尊重したうえで、当社の出資

目的・意義に合致した提案内容であるか否か、企業価値を毀損する内容となっていないか、な

どの観点から個別議案ごとに内容を精査の上、賛否を総合的に判断し、議決権行使を行って

おります。 

— 当社は、政策保有株主による当社の株式の売却等を妨げる行為や、会社や株主共同の利益

を害するような政策保有株主との取引は行いません。 

⑥ 買収防衛策 

— 当社は、買収防衛策を導入しておりません。 

— 当社の株式が公開買付けに付された場合は、状況を判断した上で、適宜、取締役会としての

考え方を明確に表明し対応します。 

⑦ 関連当事者間の取引 

— 当社は、当社役員との間で法令に定める競業取引及び利益相反取引を行う場合には、株主

価値を毀損しないことを確認したうえで、取締役会での承認を得ることとしております。 

— また、主要株主との間で取引を行う場合には、取引内容の合理性及び妥当性について事前に

確認を行ったうえで、当該取引が株主共同の利益を害することのないよう、実施します。 

⑧ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 

— 当社グループは、企業年金の適正な運用の執行と管理を行うため、人事・経理・財務など専門

性を持った人材を登用し、年金資産管理委員会や代議員会などを構成するとともに、第三者

運用コンサルティング機関との契約に基づき、年金資産運用全般に対して専門的かつ高度な

助言・サポート・チェック機能を受けられる体制を構築し、企業年金のアセットオーナーとしての機

能発揮に取り組んでおります。 

— また、当社グループの企業年金の運用委託先は全て、日本版スチュワードシップ・コードを受け

入れております。 

— なお、確定拠出年金制度の加入者に対しては、研修を実施する等、資産運用に関する教育

を行い、加入者の資産形成を支援しております。 
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（２） 従業員との関係 

・ 当社グループは、「生活者一人ひとりが、自分らしく、いきいきと生きていける社会の実現」をサステナビリテ

ィゴールとして設定し、最大の資産であるクリエイティビティを発揮する人財を通じた実現を目指しておりま

す。 

・ 人材登用においても、採用・育成・配置・評価など、あらゆる面で社員の属性による区別をしない運用を

行うことで、社員一人ひとりが最大限に活躍できる企業を目指しております。 

・ さらに変化の激しい社会環境において、当社グループでは、性別・国籍・採用形態を問わず、社員個人

の成長を促す職務付与、強みを伸ばすためのキャリア設計・配置、出産や育児、介護などのライフステー

ジ変化に対応する環境を整えることで、性別やバックグラウンド問わず多様な人材が管理職として活躍で

きるよう、取り組んでまいります。 

 

-女性の管理職への登用 

当社グループでは、グループ DE＆I 方針に則り「2030 年度までに当社グループの管理職の女性比率

を 30%にすること」を目標として設定しております。現在、制度や環境を整えることでリーダーパイプライン

を強化すべく、活動を開始しております。 

なお、2024 年 3 月期の博報堂・大広・読売広告社・博報堂 DY メディアパートナーズ・DAC・irep・ソ

ウルドアウトにおける管理職全体に対する女性管理職の比率は、13.1%となっております。 

※DAC および irep は、2024 年４月１日付で機能を統合し、新会社 Hakuhodo DY ONE となっております。 

 

-外国人の管理職への登用 

当社グループでは、国籍に関わらず多様なキャリアを持ったグローバル人材の採用を強化していることか

ら、国籍に着目した目標数値は設定しておりません。 

なお、2024 年 3 月期の博報堂・読売広告社・博報堂 DY メディアパートナーズ・DAC・irep・ソウルド

アウトにおける管理職全体に対する外国人管理職の比率は、0.7%となっております。 

今後もグローバル人材の採用、育成を積極的に強化してまいります。 

 

-中途採用者の管理職への登用 

新卒採用者との差を設けず、スキルや経験等を総合的に判断した上で管理職登用を行っていること、ま

た、その時々の事業の実態を踏まえ必要となるスキルや経験等を有する者の登用を行っていることから、

あらかじめ目標数値を設定するということは行っておりません。 

なお、2024 年 3 月期の博報堂・大広・読売広告社・博報堂 DY メディアパートナーズ・DAC・irep・ソ

ウルドアウトにおける中途採用者管理職の比率は、42.4%となっております。 

今後も事業ポートフォリオの変化を踏まえ、多様な職種やスキルを持った人材を確保し、育成していくこと

を目標に、中途人材の採用、育成を強化してまいります。 

 

（３） 顧客との関係 

・ 当社グループは、「パートナー主義」をビジネスの原点と捉え、常に生活者視点に立ち、得意先、媒体

社・コンテンツホルダーと課題を共有し、責任あるパートナーとして最適なソリューションを提供します。さら

に、パートナーとの長期的な関係のもと、一貫したソリューションを提供していくことで、その関係が一層深
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化されることを目指します。 
 

（４） 取引先との関係 

・ 当社グループは、すべての取引先との関係において健全かつ公正で対等なパートナーシップに基づく取引

が重要であることを認識し、法令を遵守し公正で自由な取引・競争を確保することとします。 
 

（５） 社会との関係 

・ サステナビリティゴールである「生活者一人ひとりが、自分らしく、いきいきと生きていける社会の実現」のあ

り方が大きく変わる時代を迎えている中で、クリエイティビティを発揮して未来を描いていくことが、社会から

強く求められている当社グループの役割であると考えます。 

・ 人的資本・知的資本の観点を踏まえた当社グループの価値創造モデル、サステナビリティの考え方や取り

組み事例、気候変動等を含む環境課題解決への取り組み等については、統合報告書にて開示してお

ります。 
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4 章 

情報開示の整備 
 

（１）情報開示体制 

・ 株主や投資家とのコミュニケーションの充実を図るため、対応の窓口として、グループ広報・IR 室内に IR

グループを設置し、株主や投資家との長期的な信頼関係を構築します。 

・ 当社だけでなくグループ内の情報開示体制を整備し、法定・適時開示情報をはじめとする IR 情報を集

約し、積極的な情報開示に努めております。 
 

（２）情報開示の充実 

・ 株主や投資家をはじめとするすべてのステークホルダーとの長期的な信頼関係を構築するため、情報開

示については、法定開示のみならず経営方針や財務情報、事業の取り組みのほか、その背景にある要

因や経営環境など投資判断に必要な情報を、速やかに、正確かつ公正公平に伝えることを情報開示の

基本方針とします。 

・ 公平性並びに対話を通じてグローバル水準の企業価値向上に資するため、合理的な範囲において英語

での情報開示に努めております。 

 

以上 

 

2015 年 12 月 25 日制定 

2017 年 7 月 12 日改定 

2018 年 7 月 17 日改定 

2018 年 12 月 28 日改定 

2019 年 7 月 18 日改定 

2020 年 7 月 16 日改定 

2021 年 7 月 14 日改定 

2022 年 7 月 20 日改定 

2022 年 10 月 31 日改定 

2023 年 7 月 19 日改定 

2024 年 7 月 17 日改定 
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（別添資料①） 

【株主との建設的な対話に関する基本方針】 

 

⚫ 株主を含む投資家との建設的な対話が、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると考え、積極

的な IR 活動を実施します。 

 

⚫ 株主を含む投資家との対応の窓口としてグループ広報・IR 室内に IR グループを設置し、CFO が統括をしております。

また、株主を含む投資家からの対話（面談）の要望がある場合には、面談の主な関心事項等も踏まえたうえで、

必要に応じ、社長、取締役（社外取締役を含む）及び執行役員が面談に臨みます。 

 

⚫ 取締役またはそれに準ずる役職者のうちから選任する情報取扱責任者が当社グループを一元的に代表し、情報開

示事項の社内管理、情報の更新及び訂正の必要性を判断し、適時開示を担当するとともに、非開示情報の取扱

いについて社長へ適宜相談・提言を行います。 

 

⚫ 当社グループに係る法定・適時開示情報をはじめとする IR 情報については、グループ各社の関連部門を横断する

「グループ IR 委員会」を設置し、情報の共有を図ります。 

 

⚫ 機関投資家に対しては、中長期の経営ビジョン、決算、個別事業等の説明会を実施します。また、説明会に出席

できない機関投資家や個人投資家に対しては、説明会の説明資料等を当社ホームページに公表します。 

 

⚫ 公平性並びに対話を通じてグローバル水準の企業価値向上に資するため、合理的な範囲において英語での情報開

示に努めます。 

 

⚫ IR グループは、対話において把握された株主を含む投資家の意見や質問等を定期的に社長、情報取扱責任者並

びに関連する取締役及び執行役員に報告し、示唆に富む指摘を経営に反映することにより中長期的な企業価値

向上に生かします。また、企業グループ内の情報共有、グループとしての IR 方針の決定並びにそれに係る重要事項

の協議の場である「グループ IR 委員会」においても株主を含む投資家の意見や質問等を報告し情報の共有を図り

ます。 

 

⚫ インサイダー情報の管理については、「情報開示規程」に基づき、フェアーディスクロージャーを徹底し、適切に対応しま

す。 

 

⚫ 株主名簿に基づき、定期的に株主構造の把握を行い、取締役会に報告します。 

 

以上 

  



20 

 

（別添資料②） 

 

【社外役員の独立性に関する基準】 

 

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性について、以下に該当する場合、「独立性」があると判断します。 

 

１．現在及び過去 10 年間※1 において、当社又は当社の子会社の取締役（社外取締役を除く）、執行役 

員又は使用人であったことがないこと 

 

２．以下の①～③に、現在及び過去 3 年間において該当しないこと 

① 当社の主要な取引先（注１）の取締役、執行役員又は使用人  

② 当社から役員報酬以外に多額の金銭（注２）その他の財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、コンサ

ルタント等※２  

③ 当社の主要株主（注３）又はその取締役、執行役員又は使用人  

 

３．当社との間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している法人、組合等の団体の取締役、 

執行役員又は使用人でないこと 

 

４．当社から多額の寄付（注４）を受ける法人、組合等の団体の取締役、執行役員又は使用人でないこと 

 

５．１及び２に該当する者が重要な者（注５）である場合において、その配偶者又は二親等内の親族 

でないこと  

 

※1 但し、過去 10 年内のいずれかの時において当社又は子会社の非業務執行取締役又は監査役であったことのある者 

にあっては、それらの役職への就任の前 10 年間  

※2 但し、それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者  

 

(注 1) 主要な取引先とは、当社との取引額が、当社又は取引先の年間連結売上高の 2％以上を占めている企業をいう  

(注 2) 多額の金銭とは、個人の場合は年間 1,000 万円以上、団体の場合は、当該団体の連結売上高の 2％以上を超える 

ことをいう  

(注 3) 主要株主とは、議決権所有割合の 10％以上（直接保有、間接保有の双方を含む）の株主をいう     

(注 4) 多額の寄付とは、年間 1,000 万円又は寄付先の連結売上高もしくは総収入の 2％のいずれか大きい額を超えることをいう  

(注 5）重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員、部長及びそれと同等の管理職にある使用人をいう  

以上 
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（別添資料③） 

【取締役・監査役の報酬制度について】 

 

①  役員の報酬等の内容に関する決定方針 

 

ⅰ 取締役の報酬等の内容に関する決定方針の概要 

 

a 基本方針 

・ グループ経営理念に根ざしたものであること 

・ 株主との価値意識を共有し、中長期的な企業価値向上を動機づけるものであること 

・ 当社の取締役の役割と責務にふさわしい、優秀な人材を確保・維持できる水準であること 

・ 報酬決定のプロセスにおいて透明性や合理性が担保されていること 

 

ｂ 決定方針の概要 

・ 取締役が受け取る報酬項目は、「年額報酬」「年次賞与」「株式型報酬」で構成し、その概要及び支給時期は以

下の表の通りとします。なお、社外取締役の報酬については、その役割と独立性の確保の観点から「年額報酬」の

みとします。 

・ 報酬項目の割合については、標準的な業績の場合に、業績に応じて金額や価値が変動する「年次賞与」及び

「株式型報酬」の占める割合を、総報酬に対して40％となるように設定します。 

 

報酬項目 内容及び決定方針の概要 支給時期 

年額報酬 各取締役の役位と担務における創出成果と期待成果等に応じて決

定 

「年額報酬」の1/12

を毎月支給 

年次賞与 単年度の業績達成を強く動機づけるために、各事業年度における当

社グループの利益水準、経営指標の達成状況及び各取締役の単年

度の成果を総合的に勘案して決定 

対象とする事業年

度の翌年の７月に

支給 

株式型報酬 中長期的な企業価値の向上を動機づけられ、株主と価値意識を共

有することを目的として、各取締役に設定した金額に基づく譲渡制限

付株式を割当てる 

毎年８月に交付※ 

※取締役の任期である７月から翌年６月の役務提供を対象とする。 

 

 ｃ 「年次賞与」の算定方法等 

・ 「年次賞与」は、各取締役に設定された基準額（「年額報酬」の1/12）に賞与係数を乗じたものに、各取締役

の単年度の成果に対する評価を加減算して支給します。 

・ 連結のれん償却前営業利益を主な指標とし、その他の指標として、連結損益計算書における経常利益及び 税

金等調整前当期純利益等を勘案いたします。 

・ 賞与係数は、目標達成時を100％として、0％～200％の範囲で変動するものとしております。 

・ 各取締役の単年度の成果の評価については、期初に設定した個々の目標の達成度を定性的に評価して決定し
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ます。 

 

 ｄ 「株式型報酬」（譲渡制限付株式）の交付方法等 

・ 譲渡制限付株式の交付に際し、取締役は、各取締役に設定された金額で金銭報酬債権の付与を受け、当社と

の間で譲渡制限付株式の割当契約を締結し、当該債権を当社に現物出資することで株式の交付を受けるものと

します。 

・ 割当契約における譲渡制限期間は30年とし、譲渡制限期間中に取締役が任期満了等その他取締役会が正当

と認める理由により退任する際には、譲渡制限は解除することとします。 

・ 取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、譲渡制限期間満了前に取締役が退任した場合等には、それま

でに付与した譲渡制限付株式を当社が当然に無償で取得することとします。 

 

 ｅ 取締役の報酬等の決定について 

・ 取締役会の諮問機関として、委員の半数以上を独立社外取締役で構成し、独立社外取締役を委員長とする報

酬委員会を設置しております。 

・ 「年額報酬」「年次賞与」「株式型報酬」の各取締役への支給額の決定は、取締役会決議に基づき代表取締役

社長に委任します。取締役会は、当該権限を代表取締役社長に委任するに際し、透明性と合理性を確保するた

め、代表取締役社長による原案が報酬委員会の審議を経ていることを条件として決議しております。 

 

ⅱ 上記ⅰの方針の決定方法 

 

取締役の報酬等の内容に関する決定方針については、報酬委員会の審議を踏まえて2017年５月19日開催の取締

役会において決議しました。 

 

ⅲ 監査役の報酬の内容に関する決定方針 

 

監査役の報酬は、「監査役報酬内規」の定めにより年額報酬のみで構成し、監査役の協議により決定しております。 
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ⅳ 取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会の決議内容について 

 

取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会の決議内容については、以下の通りとなります。 

 

対象とする役員 決議内容の概要 株主総会の決議日 決議時点の 

役員の員数 

取締役 「年額報酬」及び「年次賞

与」の限度額を、年額 800

百万円とする 

2017/6/29 

第 14 期定時株主総会 

14 名 

（うち社外取締役２名） 

取締役 

（社外取締役を除く） 

「株式型報酬」（譲渡制限

付株式に関する報酬として

支給する金銭報酬債権）

の限度額を、年額 200 百

万円とする 

2017/6/29 

第 14 期定時株主総会 

12 名 

（社外取締役を除く） 

監査役 報酬の限度額を、年額

100 百万円とする 

2022/6/29 

第 19 期定時株主総会 

５名 

（うち社外監査役３名） 

 

以上 
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（別添資料④）

コーポレートガバナンス・コード実施対応表      

補充原則

３章（１）②株主の権利の確保

1-1① ３章（１）②株主の権利の確保

1-1② ２章（３）①取締役会の役割・責務

1-1③ ３章（１）②株主の権利の確保

３章（１）①株主総会

1-2① ４章（２）情報開示の充実

1-2② ３章（１）①株主総会

1-2③ ３章（１）①株主総会

1-2④ ３章（１）①株主総会

1-2⑤ ３章（１）②株主の権利の確保

1-3 資本政策の基本的な方針 ３章（１）④資本政策の基本的な考え方

３章（１）⑤政策保有株式に関する方針

1-4① ３章（１）⑤政策保有株式に関する方針

1-4② ３章（１）⑤政策保有株式に関する方針

３章（１）⑥買収防衛策

1-5① ３章（１）⑥買収防衛策

1-6
株主の利益を害する可能性の

ある資本政策
３章（１）②株主の権利の確保

1-7 関連当事者間の取引 ３章（１）⑦関連当事者間の取引

2-1
中長期的な企業価値の向上の

基礎となる経営理念の策定
１章（３）◆グループ経営理念

１章（３）◆グループ行動規範

2-2① ２章（２）内部統制体制

３章（５）社会との関係

2-3① ３章（５）社会との関係

2-4
女性の活躍を含む社内の多様性

の確保
３章（２）従業員との関係

２章（２）内部統制体制

2-5① ２章（２）内部統制体制

2-6
企業年金のアセットオーナーと

しての機能発揮
３章（１）⑧企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮

（ⅰ）
１章（３）◆グループ経営理念

１章（５）中期経営計画

（ⅱ） １章（４）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

（ⅲ） ２章（６）⑥報酬

 情報開示の充実　　　　（ⅳ）

２章（６）②社内役員候補者の指名基準

２章（６）③指名の手続き

２章（６）④最高経営責任者（CEO）の選解任の方針と手続き

２章（６）⑧独立社外役員の候補者の指名基準

（ⅴ） ２章（６）③指名の手続き

3-1① ４章（２）情報開示の充実

3-1② ４章（２）情報開示の充実

3-1③ ３章（５）社会との関係

２章（７）役割・責務

3-2① ２章（４）④他の機関等との連携

3-2②

２章（７）役割・責務

２章（６）①役割・責務

２章（４）④他の機関等との連携

コーポレートガバナンス・コード
ＣＧガイドライン

基本原則 原則

1
株主の権利・平等性

の確保

1-1 株主の権利の確保

1-2 株主総会における権利行使

1-5 いわゆる買収防衛策

1-4 政策保有株式

2-2 会社の行動準則の策定・実践

2-3
社会・環境問題をはじめとする

サステナビリティーを巡る課題

2-5 内部通報

2
株主以外のステーク

ホルダーとの適切な協働

3
適切な情報開示と

透明性の確保

3-1

3-2 外部会計監査人
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２章（３）①取締役会の役割・責務

4-1① ２章（３）①取締役会の役割・責務

4-1② １章（５）中期経営計画

4-1③
２章（６）③指名の手続き

２章（６）④最高経営責任者(CEO)の選解任の方針と手続き

２章（６）⑥報酬

4-2①

２章（５）①報酬委員会および指名委員会の役割・責務

２章（６）⑥報酬

（別添資料③）【取締役の報酬制度の考え方について】

２章（３）①取締役会の役割・責務

２章（２）内部統制体制

３章（１）⑦関連当事者間の取引

4-3①
２章（５）①報酬委員会および指名委員会の役割・責務

２章（６）③指名の手続き

4-3② ２章（６）④最高経営責任者(CEO)の選解任の方針と手続き

4-3③ ２章（６）④最高経営責任者(CEO)の選解任の方針と手続き

4-3④ ２章（２）内部統制体制

２章（４）①監査役会の役割・責務

２章（５）①役割・責務

4-4① ２章（６）⑦独立社外役員の役割・責務

4-5
２章（４）①監査役会の役割・責務

２章（６）①役割・責務

4-6 ２章（６）⑦独立社外役員の役割・責務

4-7 ２章（６）⑦独立社外役員の役割・責務

２章（３）②取締役会の構成

4-8①
２章（４）④他の機関等との連携

２章（６）⑦独立社外役員の役割・責務

4-8② ２章（６）⑦独立社外役員の役割・責務

4-9
独立社外取締役の独立性判断

基準及び資質

２章（６）⑨独立社外役員の独立性に関する基準

（別添資料②）【社外役員の独立性に関する基準】

２章（６）③指名の手続き

２章（３）➄取締役会の分析・評価

4-10①

２章（５）①報酬委員会および指名委員会の役割・責務

２章（６）③指名の手続き

（別添資料③）【取締役の報酬制度の考え方について】

２章（３）②取締役会の構成

２章（４）③監査役会の運営

4-11①
２章（３）②取締役会の構成

２章（６）③指名の手続き

4-11② ２章（６）⑦独立社外役員の役割・責務

4-11③ ２章（３）⑤取締役会の分析・評価

２章（３）③取締役会議長

4-12① ２章（３）④取締役会の運営

２章（６）➉社外取締役及び社外監査役のサポート体制

4-13① ２章（６）➉社外取締役及び社外監査役のサポート体制

4-13② ２章（６）➉社外取締役及び社外監査役のサポート体制

4-13③ ２章（４）④他の機関等との連携

２章（６）①役割・責務

２章（６）➉社外取締役及び社外監査役のサポート体制

4-14① ２章（６）➉社外取締役及び社外監査役のサポート体制

4-14② ２章（６）➉社外取締役及び社外監査役のサポート体制

４章（１）情報開示体制

３章（１）③株主との建設的な対話

（別添資料①）【株主との建設的な対話に関する基本方針】

5-1① （別添資料①）【株主との建設的な対話に関する基本方針】

5-1② （別添資料①）【株主との建設的な対話に関する基本方針】

5-1③ （別添資料①）【株主との建設的な対話に関する基本方針】

5-2
経営戦略や経営計画の策定・

公表
１章（５）中期経営計画

取締役・監査役等の受託者責任

4 取締役会等の責務

4-1 取締役会の役割・責務（１）

4-2 取締役会の役割・責務（２）

4-3 取締役会の役割・責務（３）

4-4 監査役及び監査役の役割・責務

経営の監督と執行

独立社外取締役の役割・責務

4-8 独立社外取締役の有効な活用

4-10 任意の仕組み

4-11
取締役会・監査役会の実効性の

確保のための前提条件

4-12 取締役会における審議の活性化

4-13 情報入手と支援体制

4-14 取締役・監査役のトレーニング

5 株主との対話

5-1
株主との建設的な対話に関する

方針


